
令和元年度第2回
武蔵野市国民健康保険運営協議会

追加資料１

国民健康保険税見直しに係るモデルケース（例）

　こちらの資料は、あくまでも令和元年度第２回武蔵野市国民健康保険運営協議会の
おける「第１期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画（案）」の審議に伴う追加資料
として作成されたものであり、実際の国民健康保険税の税率改定に基づくものとして
示すものではありませんので、その取り扱いには十分にご注意くださいますようお願
い申し上げます。

　以下、モデルケース（例）の算出にあたっては、
計画案に記載された“計画期間の各年度における一人あたりの赤字削減目標”のう
ち、税率改定を伴う目標額である「4,100円」を具体的にイメージするために、前提条
件として

■所得割引き上げ率　０．３％（　内訳：基礎課税（医療）分　　０．２％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後期高齢者支援金等分　０．０５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護納付金分　　　　　０．０５％　）
■均等割引き上げ額　2,000円 （　内訳：基礎課税（医療）分　　1,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後期高齢者支援金等分　  500円
                                      介護納付金分　　　　　　500円　　 ）

の数値を使用した。

　これらの数値は、平成30年度国民健康保険税の税率改定の際での運営協議会での諮
問時に使用した割合であり、今回においても、あくまでも参考例として用いるもので
ある。



現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 9,900         10,300        400           

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） - - -

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 1.01 1.05 0.04

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 35,200        36,500        1,300         

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 5.77 5.98 0.21

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 2.79 2.90 0.11

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 60,400        62,800        2,400         

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 7.19 7.48 0.29

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 4.05 4.21 0.16

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 144,200       149,800       5,600         

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 7.21 7.49 0.28

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 4.63 4.81 0.18

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 699,900       726,600       26,700        

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 6.76 7.01 0.25

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 5.57 5.79 0.22

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 770,000       800,000       30,000        

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 6.53 6.78 0.25

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 5.50 5.72 0.22

①　世帯所得33万円（給与収入98万円・７割軽減）

②　世帯所得61万円（給与収入126万円・５割軽減）

⑥　世帯所得1,179万7千円（給与収入1,399万7千円・軽減なし）

モデルケースⅠ　30歳代の単身世帯（介護分なし）

③　世帯所得84万円（給与収入149万円・２割軽減）

④　世帯所得200万円（給与収入約311万5千円・軽減なし）

⑤　世帯所得1,035万8千円（給与収入1,255万8千円・軽減なし）



現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 46,800        48,900        2,100         

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） - - -

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 4.78 4.99 0.21

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 168,700       175,600       6,900         

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 11.63 12.11 0.48

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 7.24 7.54 0.30

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 290,200       301,800       11,600        

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 12.24 12.73 0.49

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 7.97 8.28 0.31

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 586,100       609,100       23,000        

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 10.39 10.80 0.41

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 7.71 8.01 0.30

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 839,100       871,600       32,500        

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 9.57 9.95 0.38

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 7.65 7.95 0.30

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 930,000       960,000       30,000        

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 9.02 9.31 0.29

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 7.43 7.67 0.24

①　世帯所得33万円（給与収入98万円・７割軽減）

②　世帯所得145万円（給与収入約232万9千円・５割軽減）

③　世帯所得237万円（給与収入約363万9千円・２割軽減）

モデルケースⅡ　40歳代夫婦、子ども２人の４人世帯

⑤　世帯所得876万4千円（給与収入1,096万4千円・軽減なし）

⑥　世帯所得1,031万5千円（給与収入1,251万5千円・軽減なし）

④　世帯所得564万円（給与収入760万円・軽減なし）



現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 19,900        20,800        900           

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） - - -

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 1.30 1.36 0.06

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 70,400        73,200        2,800         

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 7.91 8.22 0.31

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 3.37 3.50 0.13

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 120,900       125,800       4,900         

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 8.96 9.32 0.36

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 4.74 4.93 0.19

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 177,400       184,500       7,100         

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 8.87 9.23 0.36

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 5.54 5.77 0.23

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 698,100       725,000       26,900        

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 7.10 7.37 0.27

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 5.82 6.05 0.23

現行
前提条件に基づく

試算額 現行との差

世帯課税額（単位：円） 770,000       800,000       30,000        

世帯所得に対する保険税の割合（単位：％） 6.81 7.08 0.27

世帯収入に対する保険税の割合（単位：％） 5.69 5.91 0.22

②　世帯所得89万円（年金収入209万円・５割軽減）

③　世帯所得135万円（年金収入255万円・２割軽減）

①　世帯所得33万円（年金収入153万円・７割軽減）

④　世帯所得200万円（年金収入320万円・軽減なし）

⑤　世帯所得983万2千円（年金収入約1,198万6千円・軽減なし）

⑥　世帯所得1,130万3千円（年金収入約1,353万5千円・軽減なし）

モデルケースⅢ　70歳代夫婦の２人世帯（介護分なし）


